
- 1 -

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人石上晴康，同田口大輔の上告受理申立て理由第２について

本件は，被上告人がした医療法（平成１８年法律第８４号による改正前のもの。

以下「法」という。）７条に基づく病院の開設許可（以下「本件開設許可」とい

う。）について，同病院の開設地の市又はその付近において医療施設を開設し医療

行為をする医療法人，社会福祉法人及び医師並びに同市内の医師等の構成する医師

会である上告人らがその取消しを求めている事案であり，原告適格の有無が争点と

なっている。

法は，都道府県その他の７条の２第１項各号所定の者が申請した場合を除き，病

院の開設許可については，その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が２

１条及び２３条の規定に基づく厚生労働省令の定める要件に適合するときは許可を

与えなければならないこと（７条４項），営利を目的として病院を開設しようとす

る者に対しては許可を与えないことができること（同条５項）を定めており，許可

の要件を定めるこれらの規定は，病院開設の許否の判断に当たり，当該病院の開設

地の付近で医療施設を開設している者等（以下「他施設開設者」という。）の利益

を考慮することを予定していないことが明らかである。

法３０条の３は，都道府県は医療を提供する体制の確保に関する計画（以下「医

療計画」という。）を定めるものとし（同条１項），そこに定める事項として「基

準病床数に関する事項」を掲げており（同条２項３号），法３０条の７は，医療計
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画の達成の推進のために特に必要がある場合には，都道府県知事が病院開設の許可

の申請者に対し病院の開設等に関し勧告することができるものとしているが，病院

開設の許可の申請が医療計画に定められた「基準病床数に関する事項」に適合しな

い場合又は更に当該申請をした者が上記の勧告に従わない場合にも，そのことを理

由に当該申請に対し不許可処分をすることはできないと解される（最高裁平成１４

年（行ヒ）第２０７号同１７年７月１５日第二小法廷判決・民集５９巻６号１６６

１頁，最高裁平成１５年（行ヒ）第３２０号同１７年１０月２５日第三小法廷判決

・裁判集民事２１８号９１頁参照）。また，法３０条の３が都道府県において医療

計画を定めることとした目的は，良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確

保することにあると解されるから（最高裁平成１４年（行ツ）第３６号，同年（行

ヒ）第３９号同１７年９月８日第一小法廷判決・裁判集民事２１７号７０９頁参

照），同条が他施設開設者の利益を保護する趣旨を含むと解することもできない。

法の目的を定める法１条及び医師等の責務を定める法１条の４の規定からも，病

院開設の許可に関する法の規定が他施設開設者の利益を保護すべきものとする趣旨

を含むことを読み取ることはできず，そのほか，上告人らが本件開設許可の取消し

を求める法律上の利益を有すると解すべき根拠は見いだせない。

そうすると，上告人らは，本件開設許可の取消しを求める原告適格を有しないと

いうべきである。以上と同旨の原審の判断は正当として是認することができ，原判

決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 津野 修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)


